
　小郡市 H28.4.1現在

分野 担当課 電話番号

住居関連 都市計画課

市営住宅の空き状況を把握し、被災者からの要請があれば、対応する。 　建築指導係 内線353・354

・入居期間　原則３ヵ月（期間は、状況に応じて柔軟に対応）

・家賃及び敷金　無償

保健・医療関連 ○【国民健康保険・後期高齢者医療】　一部負担金の支払い免除 国保年金課

　国保係 内線424・425

　医療・年金係 内線422・423

（１）帰還困難区域等・上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域

　　　等の被保険者等（震災後の転入者を含む）

　　　免除期間：平成２９年２月２８日まで【期間延長】

（２）旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の被保険者等（震災後の転入者を含む）

　　　免除期間：平成２８年９月３０日まで【期間延長】

（１）帰還困難区域等・上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域

　　　等の被保険者等

　　　減免期間：平成２９年３月分まで減免【期間延長】

（２）旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の被保険者等（震災後の転入者を含む）

　　　減免期間：平成２８年９月分まで減免【期間延長】

健康課

被災地から市内に避難された方については、接種費用及び健康被害については市で対応する。 　健康推進係 内線462・463

○定期予防接種の実施

○妊婦健康診査（東京都からの避難者を除く）の実施

○乳幼児健康診査の実施

○母子健康手帳の交付、新生児訪問を実施する。

支援内容

○市営住宅の提供

震災後に市内に避難された方で、被保険者の申立て（罹災証明書等の添付）により、各保険者から「免除
証明書」を交付し、医療機関等での一部負担金を免除できるよう取り扱う。

被災地から市内に避難された妊婦の方については、補助券のない場合や、住所自治体での対応が出来ない
場合は、補助券を市で交付して対応する。

被災地から市内に避難された乳幼児の保護者からの申し出に基づき、毎月行われている乳幼児健康診査
（４か月、１０か月、１歳６か月、３歳１か月）を実施する。

○【国民健康保険・後期高齢者医療】　保険税（料）の減免等

震災後に本市に避難された方で、被保険者の申立て（罹災証明書等の添付）により、国民健康保険税、後
期高齢者医療保険料の減免等の対応を行う。

e-mail

kenchiku@city.ogori.lg.jp

kenko@city.ogori.lg.jp

kokuho@city.ogori.lg.jp

iryo@city.ogori.lg.jp

東日本大震災被災者支援策等情報
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　小郡市 H28.4.1現在

分野 担当課 電話番号支援内容 e-mail

東日本大震災被災者支援策等情報

福祉関連 介護保険課

　介護保険係 内線452・453

　 被災地から本市に転入された方については、介護保険料の減免等の対応を行う。

福祉課

認定にあたり、県と協議しながら進める。 　生活福祉係 内線443・444

子ども・教育関連 教務課

被災地から市内に避難された児童の就学機会を確保するため、市立小・中学校に通学できるよう、柔軟に
対応する。

　教務係 内線512・514

子育て支援課

　子育て支援係 内線472・473

生活支援関連

市民課

　市民係 内線414

被災者の方が就農を希望する場合、就農に関する相談等を受ける。 農業振興課

　農政係 内線112・113

その他 総務課

本庁舎にて義援金の受付けを行っている。 　総務係 内線242

○被災避難者への就農相談

○義援金の受付

○介護保険サービスにおける利用料等の猶予について

○介護保険料の減免等

○生活保護の認定

○児童生徒等の学校への受入れ

○就学前児童の保育所への受入れ

被災地から市内に避難した児童の入園については、住民票の異動がなくても保育所に入所できるよう、柔
軟に対応する。

災害の影響で転出証明の発行を受けられない場合は、本人確認を行った上で、「転出証明」がなくても転
入の受付を行う。

被災者の方が、り災証明その他の方法により、り災したことが明らかな場合、転入に伴う諸手続きに必要
な住民票等の証明書の交付手数料を減免する。

○転入手続き

○住民票などの交付手数料の減免措置

被災地から市内に避難された方で、利用料等の支払いが困難になった被保険者が介護保険サービス等を利
用された場合、利用料等の支払いを猶予することができるよう取り扱う。

noshin@city.ogori.lg.jp

somu-s@city.ogori.lg.jp

kosodate@city.ogori.lg.jp

shimin@city.ogori.lg.jp

kaigo@city.ogori.lg.jp

seikatsu@city.ogori.lg.jp

kyomu@city.ogori.lg.jp
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